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自殺予防普及啓発事業（市内駅展示）を実施して 

                                  越谷市保健医療部保健所保健総務課こころの健康支援室 
      〇嶋田智美 吉田真理 中村拓矢  

梅田和枝 須賀美智子 髙森紀子 
 

１ 目的 

 本市では、平成 30年 6月に「市民一人一人が自他のかけがえのない命を守り、大切にし、誰

もが自殺に追い込まれることのない、地域社会の実現に寄与する」ことを目的とした「越谷市

自殺対策推進条例」を制定、当該条例の理念や基本施策として掲げる施策を実現するため、平

成 31年 3月に「越谷市いのち支える自殺対策推進計画」を策定。令和 6年 3 月には「第 2次越

谷市いのち支える自殺対策推進計画」を策定しており、「誰も自殺に追い込まれることのない越

谷の実現」を目指し、全庁的に自殺対策に取り組んでいる。 

 当市では例年自殺予防の一環として東武鉄道、越谷警察や越谷アルファーズと協働して駅頭

で自殺予防に関する啓発品の配布を行っていた。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響に

より配布活動を行うことが難しくなった。その中で、多くの方が利用する駅に作品を展示する

ことにより、市民一人ひとりが自殺を特別なことではなく身近な問題として受け止め、作品を

見た市民が元気をもらい「生きる」を見つめなおすことを目的として始まった自殺対策事業で

ある。 

 
２ 実施内容 

  市教育委員会の協力を得て、市内小学校29校、市立中学校15校を対象に「いのちを大切に！」

をテーマにした作品を募集。越谷市内の東武線各駅に展示の協力をいただき、展示作品は既存

の作品も可とし、立体から絵画、書道作品まで幅広く設定した。展示期間は自殺対策基本法に

おける自殺予防週間（9 月 10 日～同月 16 日）の属する 9 月及び自殺対策強化月間の 3 月中。

回数を重ねる中で、市内の公立高校や特別支援学校からも応募をいただいた。 

 

３ 実施結果 

  本事業は令和 2年度から実施。当初は 3 月のみの実施で、小中学校 4校から出品があり、5駅

に展示。展示を行う際は出品校に近いエリアの駅に展示し、保護者や地域の方々の目に触れる

よう配慮した。令和 3 年度から 9 月にも展示を開始。令和 4年度からは市内の特別支援学校、                             

                                 図 1：R4 年度展示作品 
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高校の書道部からも応募をいただき、大小さまざまな作品を展示し、好評を得ている。併せて、

東武よみうり新聞から取材を受けたり、東武鉄道株式会社の安全報告書内にも死傷事故防止対策

として掲載されるなど、関係機関からの関心も寄せられている。作品を展示する際は、メンタル

ヘルスチェックに使用される「こころの体温計カード」も配架。作品展示を行った月はこころの

体温計カードへのアクセス数が増加するなど、メンタルヘルスへの関心が高まる傾向がある。 

           図 2：展示作品の案内        図 3：こころの体温計カード 

 

４ 評価・効果的な事業展開に向けて             

自殺の背景には、過労や生活困窮、

孤独などの様々な社会的要因があり、

それらの問題が複雑に絡みあってい

ると言われている。何かしらの困難に

直面した際、自分は一人ではないと思

えることが重要だが、その中でもここ

ろの健康を保つことは重要な課題と

なってくる。 

駅は老若男女問わず多くの方が利

用をする場であり、そこに作品を展示

することは人の目に触れる機会も多くなり、作品を目にした市民の方にも自殺対策の取り組み

を知ってもらう機会にもなっていると考えられる。当事業では、作品を応募いただくにあたっ

て学校の活動で作成した作品の展示も含めて応募対象としている。なるべく学校に負担をかけ

ない形で作品の出品を呼びかけることによって応募側の負担を軽減し事業継続を目指している。

当事業の継続により、学校や児童・生徒、保護者らに保健所が自殺対策事業を行っていること

を周知するとともに、学校との連携強化につながっている。また、鉄道会社に協力を仰ぐこと

により、駅や踏切周辺の自殺予防の一端を担うだけでなく、鉄道会社と学校との連携・協働の

一助にもなり、地域ぐるみで自殺対策を推進するきっかけにもなっている。当事業の作品を見

た方々に自身のメンタルヘルスに関心を持っていただくことで、心身の状態を見つめる機会を

作る好循環が考えられ、自殺対策の意識の向上及び気運の醸成を図るため、より多くの方の目

に作品が触れるように工夫していくことにより、自殺対策の推進を図っていきたい。 
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マップー栄養 DAY の取組について 

 
       松伏町保健センター  

山田さなえ 

１ はじめに 

  松伏町は令和 4 年度、保健センターに管理栄養士を正規職員として配置し、今年度で 3 年目

になる。初年度である令和 4 年度は新型コロナウイルス感染症の蔓延防止のため多くの事業を

縮小、または中止していたが、令和 5 年度は新型コロナウイルス感染症が 5 類感染症となり本

格的に事業を再開した。これまでに母子保健事業、健康増進事業、松伏町食生活改善推進員育成

支援、管理栄養士課程の公衆栄養臨地実習の受け入れ等、新規事業や事業内容の見直し等に取り

組んだ。令和 6 年度の栄養の日に実施した新規事業の「マップー栄養 DAY」について報告する。 

２ 実施内容

（１）目的 

健康まつぶし 21 計画（第 2 次）では、食育に重点を置いた健康づくり施策の推進が謳われ、

また食育基本法の具体的施策の展開においても、栄養バランスに配慮した食生活の啓発や食の

大切さの啓発を図ることを目標としているが、これまで地域住民を対象とした栄養に特化した

イベントは実施していなかった。そこで、地域住民が栄養の日を知ることで、食への関心を高め

望ましい食生活の実践に取り組めるきっかけづくりになることを目的とした。 

（２）実施日 

令和 6年 8月 4日（日）13：00～15：00 

（３）内容 

公益社団法人日本栄養士会のテーマに沿って同会が提供するパンフレットや協賛企業のサンプ

ルを使用し、個人に合わせた栄養と食事のあり方について啓発した。また、「カレーのふるさと松

伏町」にちなみ、庁内の栄養士や食生活改善推進員協議会（以下食改）と連携し、カレーのレシ

ピを作成し配布した。幼児から高齢者まで幅広い世代を対象とし、どの世代が来所しても楽しめ

るような企画とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）共催及び協力 

春日部保健所（共催）、埼玉あすか松伏病院、明治安田生命保険相互会社、松伏町食生活改善推

進員協議会、東京家政学院大学 
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３ 結果・効果   

参加者（160 人）のアンケート（n＝156）の結果

は、次のとおりであった。マップー栄養 DAY の満足

度は「とても楽しかった」が 54％、「まあまあ楽し

かった」が 34％、合わせて 88％の方が「楽しかっ

た」と回答した（図 1）。今後の食生活の参考になっ

たかの質問に対して、「参考になった」が 69％「少

し参考になった」が 19％、合わせて 88％の方が「参

考になった」と回答した（図 2）。このことからマッ

プー栄養 DAY では栄養を楽しみながら学ぶことがで

き、自らの食生活を振り返り、今後の食生活を考え

るきっかけづくりができたと考える。 

参考になった具体的な内容については上位から

「血管年齢測定」、「試食（ヤクルト）」、「熱中症予防」

であった（図 3）。体験することで印象に残ったこと、

8 月開催のため熱中症予防の関心が高かったことが

考えられる。次いで回答の多かった「バランスのよ

い食事の見本」は、1600kcal の食品サンプルとポス

ターを展示し、普段の食事内容と照らし合わせ『こ

んなにしっかり食べないといけないのか』と振り返

る方が多くいた。食改のコーナーでは「野菜の計量

（350g）が参考になった」との回答が多く、普段食

べている生野菜を使用したことで印象に残り、どの

くらいの野菜を食べる必要があるかを理解し、関心

を高める機会となった。各コーナーで生き生きと活

動している食改会員の様子から、食改会員の意欲向

上に繋がり活性化を図ることができたと考える。 

また、公衆栄養臨地実習生にも実習課題として展示物を作成し参加してもらったが、学生にお

いても、住民との関りからポピュレーションアプローチを学ぶことができ、有意義な体験だった

と考える。 

４ まとめ・今後の展望 

幅広い世代の地域住民に栄養についての啓発ができたこと、栄養に特化したイベント開催の実

績ができたことは、管理栄養士の認知度を向上させ、今後の他事業の展開においても有益であっ

たと考える。各ライフステージに応じた一貫性・持続性のある食育を推進するためには、関係機

関との連携が必須であり、顔が見える関係を構築していく必要がある。開催にあたっては、庁内、

町内、保健所管内の関係機関の栄養士や管理栄養士と連携を図ることができ、今後の食育の推進

にとっても大きな成果だったと考える。また、今回作成したカレーのレシピは町の PRにも効果的

であり、どの年代からも好まれるカレーから食育を考えるツールとして活用できる。これらを活

用し子ども食堂との関りへの発展や、今後も関係機関と連携し、食育の推進に取り組みたい。 

（図1 マップー栄養DAYの満足度） 

（図 2 今後の食生活の参考になったか） 

（図 3 参考になった具体的な内容について） 
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狭山保健所の性感染症事業における現状分析と 
効果的な感染予防に関する普及啓発について 

 
埼玉県狭山保健所 

 〇石川絵美里 和田友里 福田裕紀 小口千春 田島貴子  村信正 

１ はじめに 
近年梅毒の発生届出数が増加しており、令和4年全国の発生届出数13,221件のうち20代女性

2,611件、県469件うち20代女性63件、管内38件のうち20代女性3件と特に全国と県で若年層女
性の発生が多く報告されている。一方、当所では性感染症検査の予約希望状況に応じ、令和6年度か

ら即日検査の受付枠を減らし通常検査の受付枠を拡大した。しかし当所の受検者は比較的若年層女性
が少数であることが懸念されたため、当所の性感染症事業を普及啓発に重点を置いて見直すことが必
要と考えた。 

そこで検査受検者の傾向を分析した結果と若年層の状況を把握するために行った看護学生との意見
交換会の結果をもとに効果的な普及啓発方法を検討したので報告する。 

 

２ 実施内容 
 当所の性感染症検査事業の見直しのために受検者の傾向分析と看護学生と性感染症に関する意見交

換会を実施した。詳細は表1に示す。 
表１ 具体的な実施内容 

 (1)受検者の傾向分析 (2)看護学生との性感染症に関する意見交換会 
目的 当所の検査受検者の傾向を把握し、今後

の事業展開を検討する 
若年層の性に関する認識の実態を把握し、若
年層へのアプローチ方法を検討する。 

方法 性感染症検査実施状況と受検者の問診表
の内容を項目ごとに集計・分析する。問
診票は匿名のため受検者が記入可能な項

目を全て有効として数に含める。 

保健所実習にきた看護学生、インターンシッ
プに来た看護学生に対して性や性感染症に関
する意見交換会を実施。倫理的配慮として意

見交換会の内容は個人を特定できないものと
し、参加者に不利益がないように実施・評価
する。 

対象 計 232人 
（通常検査184人、即日検査48人） 

看護学生23人 

期間 令和5年 8月から令和6年8月 令和5年 10月から令和6年 10月 
 
３ 実施結果・考察 
（1）受検者の傾向分析 
① 受検者の性別・年代 

男女・年齢別人数は全世代男性が多く10～30代 
の若年層でみても男性82人に対し女性56人。 
（どちらの検査も10代女性は0人）。 

（図1参照）                     図１ 男女・年齢別人数 
② 検査情報源 
 当所のホームページが73％で他ホームページも含めるとインターネットでの情報源が80％。 

③コンドーム使用の有無とその理由について 
コンドーム不使用の割合は58％と半数以上。不使用の理由は「その場の流れで」が33％と最も多

く、次に「持っていなかった」が18％。 

④過去の診断・治療歴と疾患（複数回答） 
診断・治療歴ありは73％。治療歴のある疾患は「クラミジア」43％、「梅毒」42％、「淋病」11％

の順に多い。 

考察 
 当所では男性受検者が多く女性は若年層に偏っている。梅毒の20代女性の発生届出数は多くはな
いが、全国的な増加傾向を考えると当地域では若年女性の感染者が潜在化している可能性がある。そ

のため若年層女性への積極的な啓発活動や検査の促進が重要と考えられる。啓発方法としては、ホー
ムページを活用して感染予防や再感染予防行動が取れるように内容の充実・更新が重要。検査時には
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コンドームは避妊以外に性感染症予防としても有効な手段であることや常に持ち歩くなど意識的な行
動を促していく必要がある。また、再感染しない感染予防行動の重要性や受検者の背景に応じて定期

的に検査を受けるように伝える必要がある。 
（2）看護学生との意見交換会 
表 2 意見交換会の結果 

テーマ 意見 まとめ 

①性教育の時期

と内容 

・小学校から高校までは各学校により性教育の具体的な内容・対象・

方法に違いがある。 

・講義形式よりも実践的な教育の方が記憶に残っている。 

・大学での専門的な説明が学生の理解を深めている。 

教育内容の多様性と認

識の深さの違いがある 

②検査時に配布

している普及啓

発資材 

・文字少なめでイラスト多めが効果的 

・Q＆Aや経験談があると興味を持ちやすい 

・周囲の目を気にして手に取りにくい 

読みやすく理解のしや

すいものがよい、プラ

イバシーの考慮が必要 

③普及啓発資材

が目に留まりや

すい場所 

・学内：性感染症に関する情報はトイレ等プライベート空間の需要が

高く、他は掲示版など自然に目に留まりやすい場所 

・学外：駅などの公共の場で利用率が高い場所 

学内・学外の掲示物強

化が有効 

④性感染症に関

する知識の情報

源 

・授業からの情報源の重要性とデジタル媒体の利用 

・身近な友人が性感染症に罹患するなど直接的な体験の共有が認識を

深める 

デジタル媒体を中心と

した多岐にわたる情報

源が有効 

⑤保健所での性

感染症検査の認

識 

・保健所での検査の認知度が低く、実施内容が不明瞭、電話予約のハ

ードルが高い。 

・保健所自体が行きにくいなどの敷居の高さがあるが検査についての

説明を受けた後は、イメージが変わり感染が心配な事があった際には

受検したいという意見が多かった。 

性感染症検査の認知度

が低い 

考察 
小学生から高校生までに受けた教育内容とその記憶は個人差があり、看護大学での専門的な教育が

看護学生の理解を深める役割を果たしている。一方、看護学生以外の学生の性に関する認識の実態が

不明瞭なため、看護専攻以外の学生にも今後視野を広げる必要がある。検査時に配布している性感染
症に関する資材は周囲の環境によっては手に取ることに抵抗感があると推察されるため内容・配布方
法を工夫する必要がある。さらにデジタル媒体は重要な情報源になっていること、身近な人物からの

経験談は学生の危機意識につながっていると考えられる。          
保健所での性感染症検査の認知度は低く受検に至るまでのハードルが高いが、検査の実情を知るこ

とでハードルが下がることが判明した。これにより、検査の認知度を高め、より多くの人々が検査を

受けるよう促す取り組みが重要と考える。 
 
４ 効果的な事業展開に向けて 
〈当所の検査を活用した普及啓発〉 
若年層へのアプローチとしては感染不安があった場合には受検行動が取れるように、まず適切な知

識を持つ機会としてホームページが有効なため、当所のホームページを性感染症に関する知識や予

防、検査等についてアクセスできるようにHIV普及週間や世界エイズデーなどのイベント時に随時更
新する。また、検査当日の流れをホームページへ明示やweb予約の導入等により検査のハードルを下
げる対策を行う。併せて検査時の普及啓発資材は若年層が興味を持ちやすいイラスト等を活用し、配

布方法の工夫やQRコード付き資材やポスター掲示等、多様な形式の資料を用意する。感染予防対策
ではコンドーム未使用の割合の高さを踏まえ、安全な性交渉への行動変容のために着用できない理由
を聞いた上で「ゴムを使う100の方法」等のパンフレットを使用し、個別性に合わせた相談と情報提

供を継続し、更なる相談の質の向上を目指す。 
〈地域機関と連携した普及啓発〉 
意見交換会の協力を得た大学と結果を共有し、学生へのアプローチを検討していきたい。その後は

対象を広げ看護専攻以外の学生への普及啓発を模索していく。感染症の情報の共有をしている中で、
管内1市から成人式時のチラシ配架の提案を受け、性感染症のチラシを作成し、それを機に管内全市
に同様のチラシ配架を依頼することができた。今後も機会を捉え効果的な啓発を関係機関と連携し実

施していきたい。 
効果的な普及啓発を行うためには、地域全体の情報共有と連携が欠かせないと再認識した。 
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結核登録者の属性別にみた結核発見の機会と効果的な普及啓発 

 

                           埼玉県狭山保健所 

            〇福田裕紀、岸田亜弓、古川智尋、星野ちさと、和田麻衣奈 

               田島準也、寺西夏子、小口千春、田島貴子、 村信正 

 

１．目的 

 厚生労働省が公開する結核登録者情報調査年報によると、新規登録結核患者（以下、新規登録

患者）の年次推移は、外国出生者が増加し、高齢者の割合が高いことが報告されている。埼玉県

狭山保健所（以下、当所）管内（所沢市、飯能市、狭山市、入間市、および日高市）において

も、同様の傾向がみられており、令和 6年 1月から 9 月までの新規登録患者（LTBI を含む）69

名のうち外国出生者は 18名（26.1%）、65 歳以上の新規登録患者は 32名（46.4%）であった。そ

の一方、20 代から 40 代の新規登録患者は 24 名（34.8%）であり、高齢者だけでなく働き世代に

おいても一定数存在していることが示されている。  

今回、更なる課題を抽出し、その解決に向けた取組を検討するため、当所管内の新規登録患者

の傾向、特に年代別、職種別、および出生国別にみた傾向について、令和元年から 5年間分析を

行った。 

 

２．実施内容及び結果 

 当所管内における令和元年から令和 5年までの 5 年間の新規登録患者（LTBI を含む）401 名を

対象に、性・年齢別、職業別、および出生国別に結核発見の機会を比較した。（表１） 

新規登録患者 401 名のうち、男性の割合は 57.6%、女性は 42.4%であった。年齢区分では 60－

79 歳が 37.9%で最も多く、0-39 歳が 20.9%、40-59 歳が 15.5%、80 歳以上が 25.7%であった。職

業区分では、看護師・医師・その他の医療職・介護職（以下、医療・介護職）が 7.7%、その他

の常勤・臨時・日雇・自営業が 23.9%、無職が 52.6%、その他が 15.7%を占めていた。さらに、

出生国については、日本生まれが 87.0%、外国生まれが 13.0%であった。 

 結核発見の機会については、「医療機関受診」が最も多く 239 名（59.6%）であった。ついで

「接触者健診」88名（21.9%）、および個別健診・定期健診 53 名（13.2%）であった。属性別に

みた結核発見の機会は、年齢区分が高い者、無職者、および日本生まれの者においては、「医療

機関受診」時に発見される割合が大きかった。その一方、年齢区分が低い者、医療・介護職、お

よび外国生まれの者においては、「接触者健診」で発見される割合が大きかった。 

 

３．考察 

 当所管内の新規登録者数は、60歳以上の年齢区分が多く、呼吸器症状による「医療機関受

診」での結核発見が主な傾向であることが示された。特に高齢者は、咳や痰などの呼吸器症状以

外にも、身体のだるさ、微熱、全身衰弱、継続する食欲不振、体動困難な状態などでも、早期の

医療機関受診が重要であることが示唆された。 

また、「医療・介護職」においては、「接触者健診」で発見される割合が 67.7%と高かった。医

療施設や福祉施設で働く職員は結核感染のリスクが高いため、施設の換気環境やマスクの着用な
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どの基本的な感染予防に加え、有症状者の把握と個別隔離の検討や毎年の定期健康診断の受診が

推奨される。また、保健所が接触者健診の対象者を調査する際には、福祉施設の定期健康診断の

結果が重要な情報となる。 

将来的には、外国生まれの医療・介護職の増加が見込まれるため、彼らが定期的な健康診断や

接触者健診、精密検査を受けられるよう、事業者に対して丁寧に説明することが必要である。異

なる社会環境や習慣を理解し、簡単な日本語を通じて、呼吸器症状の有無に関わらず、定期的な

健康診断の受診の重要性を伝えることが重要である。 

これらを踏まえ、当所では、福祉施設に対して、定期健康診断の結果提出を依頼する際に同封

する啓発資料を作成した（図１）。これを用いて福祉施設に定期健康診断の実施とその結果報告

の必要性を伝えていく。さらに、医療法に基づく医療機関への立入検査時には定期健康診断の実

施とその結果の報告を引き続き求めていく必要がある。 

 

４．まとめ 

住民の属性により結核発見の機会が異なることから、特性に応じた効果的な啓発資料の活用と

普及が必要である。結核予防週間等あらゆる機会を活用し、高齢者施設、医療機関、市の保健セ

ンター等とともに、特性に応じた結核の予防と早期発見の重要性を啓発していきたい。  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１ 福祉施設向け啓発資料 

表1 新規登録患者の属性別にみた結核発見の機会（令和元年～令和5年 401名）

個別健診
・定期健診

接触者健診
医療機関受

診
その他・不

明
合計

性別
男性 27 51 143 10 231

11.7% 22.1% 61.9% 4.3% 100.0%
女性 26 37 96 11 170

15.3% 21.8% 56.5% 6.5% 100.0%
年齢区分
0-39歳 19 42 19 4 84

22.6% 50.0% 22.6% 4.8% 100.0%
40-59歳 10 23 24 5 62

16.1% 37.1% 38.7% 8.1% 100.0%
60-79歳 16 19 108 9 152

10.5% 12.5% 71.1% 5.9% 100.0%
80歳以上 8 4 88 3 103

7.8% 3.9% 85.4% 2.9% 100.0%
職業区分
看護師・医師・その他の医療職・介護職 3 21 4 3 31

9.7% 67.7% 12.9% 9.7% 100.0%
その他の常勤・臨時・日雇、自営業 20 28 43 5 96

20.8% 29.2% 44.8% 5.2% 100.0%
無職 14 17 170 10 211

6.6% 8.1% 80.6% 4.7% 100.0%
その他 16 22 22 3 63

25.4% 34.9% 34.9% 4.8% 100.0%
出生国
日本生まれ 38 69 223 19 349

10.9% 19.8% 63.9% 5.4% 100.0%
外国生まれ 15 19 16 2 52

28.8% 36.5% 30.8% 3.8% 100.0%

合計 53 88 239 21 401

13.2% 21.9% 59.6% 5.2% 100.0%


